
議
案
１

平
成
二
十
三
年
度
活
動
報
告

大
矢
広
報
部
会
長(

野
百
合
園
）
か
ら

保
護
者
会
等
に
お
け
る
共
通
課
題
へ
の
取

り
組
み
支
援
、
情
報
提
供
に
よ
る
保
護
者

会
活
動
へ
の
支
援
、
他
団
体
へ
の
連
携
、

会
費
問
題
の
検
討
な
ど
に
つ
い
て
報
告
し

た
。大

坪
代
議
員
（
愛
名
や
ま
ゆ
り
園
）
か

ら
、
義
援
金
の
集
ま
り
状
況
に
つ
い
て
の

質
問
に
対
し
て
、
上
村
会
計
か
ら
、
百
九

十
一
万
七
千
九
百
七
十
七
円
と
い
う
回
答

が
あ
り
、
原
案
が
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ

た
。

議
案
２

決
算
報
告

上
村
会
計
（
永
耕
園
）
よ
り
決
算
報
告

の
後
、
山
田
会
計
監
査
（
紅
梅
学
園
）
か

ら
監
査
報
告
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
紅
梅
学
園
の
山
本
代

議
員
か
ら
特
別
会
費
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
、
会
長
か
ら
、
「
全
施
連
の
活
動
に
連

携
、
参
加
す
る
価
値
の
有
無
を
を
判
断
す

る
意
味
も
あ
っ
て
３
年
間
の
期
限
を
設
け

た
特
別
会
費
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
１
年

間
延
長
し
た
。
そ
の
後
理
事
会
等
で
検
討

し
た
結
果
、
全
施
連
と
の
連
携
は
有
意
義

で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
特

別
会
費
で
な
く
、
通
常
会
費
に
組
み
入
れ

る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
」
旨
回
答
し
、

原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

議
案
３

会
則
の
改
正

杉
山
総
務
担
当
か
ら
、
副
会
長
の
定
数

を
３
名
か
ら
４
名
に
変
更
す
る
件
に
つ
い

て
説
明
・
提
案
が
あ
り
、
全
会
一
致
で
承

認
さ
れ
た
。

ま
た
会
費
改
正
に
関
す
る
説
明
・
提
案

に
つ
い
て
も
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

議
案
４

活
動
計
画

会
長
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
の
活
動
計

画
に
関
し
て

①
各
保
護
者
会
へ
の
共
通
課
題
へ
の
取
り

組
み
支
援
。

②
各
保
護
者
会
等
の
活
動
の
一
層
活
性
化

に
寄
与
す
る
情
報
提
供
。

③
他
の
団
体
と
の
連
携
。

④
各
市
町
村
と
の
関
係
強
化
。

⑤
そ
の
他
課
題
へ
の
取
り
組
み
。

等
を
提
案
し
、
了
承
さ
れ
た
。

議
案
５

二
十
四
年
度
会
計
予
算

願
化
会
計
担
当(

川
崎
授
産
学
園
）
か

ら
、
本
年
度
の
予
算
案
に
つ
い
て
は
、
議

案
３
で
承
認
さ
れ
た
会
費
改
訂
を
盛
り
込

む
と
も
に
、
新
た
に
全
施
連
へ
の
人
材
派

遣
費
を
組
み
入
れ
た
一
般
会
計
な
ら
び
に
、

素
麺
販
売
関
係
の
収
支
を
一
般
会
計
か
ら

外
し
て
、
全
施
連
の
全
国
大
会
に
特
化
し

た
特
別
会
計
を
設
け
た
旨
の
説
明
・
提
案

が
あ
り
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

議
案
６

二
十
四
年
度
役
員
選
出

嶋
田
副
会
長
（
す
ぎ
な
会
）
か
ら
、
本

年
度
新
た
に
役
員
に
就
任
す
る
人
に
つ
い

て
の
説
明
と
併
せ
て
、
「
紅
梅
学
園
選
出

の
理
事
に
つ
い
て
は
現
在
調
整
中
の
た
め
、

次
回
理
事
会
で
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

承
認
を
得
た
い
」
旨
の
提
案
が
あ
り
、
異

議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

以
上
で
議
事
を
全
て
終
了
し
、
議
長
を

解
任
し
て
閉
会
し
た
。
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神
奈
川
県
知
的
障
害
者
施
設
保
護
者
会
連
合
会

第
44

回
定
期
総
会
開
催

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
（
日
）
十
三
時
か
ら
、
か
な
が
わ
県
民
セ
ン
タ
ー
で
、

代
議
員
九
十
名
（
委
任
状
を
含
む
）
出
席
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

尾
野
副
会
長
（
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
）
の
総
合
司
会
で
始
ま
り
、
岩
本
会
長

（
花
み
ず
き
）
か
ら
、
『
全
施
連
三
役
が
出
席
し
た
日
本
障
害
者
協
会
政
策
委
員

会
の
討
議
の
中
で
、
「
入
所
施
設
で
利
用
者
と
家
族
と
職
員
が
絆
を
強
め
て
い
る

と
い
う
が
、
そ
の
こ
と
と
、
利
用
者
の
日
中
の
社
会
参
加
と
は
別
の
話
で
は
な
い

か
」
と
い
う
質
問
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
き
ち
ん
と
理
論
的
に
答

え
て
い
か
な
け
れ
ば
入
所
施
設
が
必
要
と
い
う
主
張
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
知
的
障
害
者
は
他
の
障
害
者
に
比
し
て
少
数
派
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他

の
障
害
者
団
体
と
の
連
携
を
一
層
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
後
と
も
引

き
続
き
努
力
し
て
い
き
た
い
』
と
言
う
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

引
き
続
き
金
子
副
会
長
（
恵
和
）
を
議
長
に
選
出
し
、
杉
山
総
務
担
当(

津
久

井
や
ま
ゆ
り
園
）
か
ら
本
日
の
出
席
代
議
員
数
に
も
と
づ
き
、
本
総
会
が
有
効
に

成
立
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が
行
わ
れ
た
後
に
、
議
事
に
入
っ
た
。
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①
題
名
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
（
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。

②
法
律
の
基
本
理
念

こ
の
法
律
の
基
本
理
念
を
、
障
害

者
及
び
障
害
児
が
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
を
営
む
た
め
の
支
援
は
、
全

て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享

有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し

て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
理

念
に
の
っ
と
り
、
全
て
の
国
民
が
、

障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個

性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る

社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
全
て
の
障

害
者
及
び
障
害
児
が
可
能
な
限
り
そ

の
身
近
な
場
所
に
お
い
て
必
要
な
日

常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め

の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り

社
会
参
加
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
及
び
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
に

つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、

地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
共

生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と

並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
と
っ

て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む

上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お

け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ

の
他
一
切
の
も
の
の
除
去
に
資
す
る

こ
と
を
旨
と
し
て
、
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
知
的
障
害
者
に
身
近
な制

度
の
変
更

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
共

同
生
活
介
護
（
ケ
ア
ホ
ー
ム
）
が
共

同
生
活
援
助
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

に
一
元
さ
れ
、
共
同
生
活
援
助
に
お

い
て
、
日
常
生
活
上
の
相
談
に
加
え

て
、
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介

護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を

行
う
こ
と
に
な
る
。

障
害
者
総
合
支
援
法
案
の

制
定
に
あ
た
っ
て

１
．
障
害
者
総
合
福
祉
部
会
の
骨
格

提
言
を
可
能
な
限
り
尊
重
す
る
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

２
．
法
第
５
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

各
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
条
項

の
な
か
に
、
障
害
者
の
「
意
思
決
定

の
支
援
」
を
加
え
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

３
．
生
活
介
護
事
業
に
つ
い
て
、
重

度
障
害
者
に
あ
っ
て
も
、
生
活
上
の

介
護
の
み
な
ら
ず
、
自
己
実
現
や
社

会
参
加
の
た
め
の
支
援
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
５
条
以
降
に

規
定
さ
れ
て
い
る
「
生
活
介
護
」
と

い
う
名
称
を
見
直
し
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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障
害
者
自
立
支
援
法
か
ら

障
害
者
総
合
支
援
法
へ

●
平
成
24
年
２
月
７
日
、
厚
生
労
働
省
が
民
主
党
に
対
し
て
、
障
害
者

自
立
支
援
法
に
代
わ
る
新
た
な
法
律
案
を
示
し
た
が
、
中
身
は
障
害

者
自
立
支
援
法
と
変
わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
総
合
福
祉
部
会
や

障
害
者
自
立
支
援
法
違
憲
訴
訟
原
告
団
・
弁
護
団
の
メ
ン
バ
ー
な
ど

か
ら
強
い
非
難
や
抗
議
が
行
わ
れ
た
。

●
そ
の
後
、
民
主
党
の
障
害
者
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と
厚
生
労
働
省

と
の
間
で
の
や
り
と
り
や
、
民
・
自
・
公
３
党
合
意
に
よ
る
一
部
修

正
を
経
て
、
新
し
い
法
律
は
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
し
て
３
月

13
日
に
国
会
に
上
程
さ
れ
、
６
月
20
日
に
参
議
院
で
可
決
・
成
立
し
た
。

●
こ
の
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
は
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
が
、
「
障
害
者
支
援
区
分
」
・
「
ケ
ア
ホ
ー
ム
の
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
へ
の
一
元
化
」
な
ど
一
部
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

●
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
３
年
を
目
途
と
し
て
、
「
障
害
支
援

区
分
の
認
定
を
含
め
た
支
給
決
定
の
在
り
方
」
な
ど
６
項
目
に
つ
い

て
見
直
し
を
行
う

障
害
者
総
合

支
援
法
の
概
要

日
本
知
的
障
害
者

福
祉
協
会
か
ら
の

自
民
党
へ
の
要
望

（
平
成
24
年
３
月
30
日
）



法
施
行
後
３
年
後
の

見
直
し
に
あ
た
っ
て

１
．
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
含
め

た
支
給
決
定
の
在
り
方
の
検
討
に
あ

た
っ
て
は
、
意
思
決
定
支
援
を
必
要

と
す
る
障
害
者
が
安
心
し
て
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
仕
組
み
や
客
観
的
な
尺

度
の
創
設
等
、
十
分
な
検
討
を
行
っ

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

２
．
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し

に
あ
わ
せ
て
、
訓
練
等
給
付
と
介
護

給
付
を
一
本
化
し
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

３
．
施
行
後
３
年
後
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
は
、
見
直
し
ま
で
の
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
示
し
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
関
係
団
体
と
の
協
議
が
行
わ
れ

る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

従
来
の
障
害
程
度
区
分
で
の
判
定

は
、
知
的
・
精
神
障
害
の
場
合
、
障

害
の
実
態
が
適
切
に
反
映
さ
れ
な
い

と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
今
回
そ
の

名
称
が
「
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
障
害
者
等
の

多
様
な
特
性
そ
の
他
心
身
の
状
態
に

応
じ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
標
準
的
な

支
援
の
度
合
い
を
総
合
的
に
示
す
区

分
と
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
一
歩
前
進
と
言
え
な
い
こ
と
は
な

い
が
、
「
支
援
の
必
要
性
を
導
き
出

す
た
め
の
方
法
・
ス
ケ
ー
ル
」
お
よ

び
、
「
支
給
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

け
る
障
害
程
度
区
分
の
位
置
づ
け
」

が
ど
う
な
る
の
か
、
ま
た
、
「
障
害

支
援
区
分
は
三
障
害
共
通
の
ス
ケ
ー

ル
な
の
か
否
か
」
と
い
っ
た
点
が
、

今
後
の
課
題
に
な
る
。

①
今
後
は
、
相
談
支
援
専
門
員
が
呼

び
か
け
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
で
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス

管
理
者
も
出
席
し
て
、
総
合
的
な
支

援
計
画
と
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
を
作

成
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
の
対
象

者
が
３
年
間
で
全
員
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
入
所
・
通
所
の
事
業
所
を

利
用
し
て
い
る
人
も
対
象
に
な
る
。

(

直
近
で
、
３
０
０
０
件
弱
の
サ
ー
ビ

ス
利
用
計
画
の
対
象
者
が
５
９
万
人

に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
）

②
相
談
支
援
事
業
所
・
サ
ー
ビ
ス
提

供
事
業
所
の
組
織
間
の
連
携
及
び
相

談
支
援
専
門
員
・
サ
ー
ビ
ス
管
理
責

任
者
・
支
援
員
等
人
の
連
携
が
今
ま

で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
。

③
相
談
支
援
専
門
員
が
作
成
す
る

「
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
」
と
サ
ー
ビ

ス
提
供
事
業
所
が
作
成
す
る
「
個
別

支
援
計
画
書
」
と
の
整
合
性
や
連
携
・

調
整
が
今
ま
で
以
上
に
必
要
に
な
る
。

④
対
象
者
の
拡
大
で
、
相
談
支
援
従

事
者
の
人
材
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。

同
時
に
専
門
性
や
質
を
担
保
す
る

仕
組
み
が
課
題
に
な
る
。

Ｑ：

湯
田
代
議
員
（
素
心
学
院
）

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
作
成
担

当
者
は
、
介
護
保
険
に
よ
る
支
援
計

画
の
担
当
者
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と

理
解
し
て
良
い
の
か
。

Ａ：

介
護
保
険
で
は
試
験
を
受
け
た

資
格
を
持
っ
て
い
る
ケ
ア
マ
ネ
が
計

画
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
は

七
日
間
の
研
修
を
受
け
た
相
談
支
援

専
門
員
が
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。

Ｑ：

山
本
代
議
員
（
ソ
イ
ル
栄
）

横
浜
市
で
は
支
援
計
画
の
作
成
は
、

一
次
相
談
支
援
機
関
、
二
次
相
談
支

援
機
関
で
相
談
支
援
計
画
を
立
て
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
と
自
立
支
援
協
議
会
と
の
違
い
は

ど
う
な
の
か
。

Ａ：

横
浜
市
の
仕
組
み
は
自
立
支
援

協
議
会
と
は
別
ル
ー
ト
と
考
え
る
。

横
浜
市
の
仕
組
み
は
複
雑
で
あ
り
、

よ
く
は
承
知
し
て
い
な
い
。

Ｑ：

金
子
副
会
長

恵
和
で
も
相
談
事
業
を
行
う
と
思

う
が
、
私
の
経
験
か
ら
す
る
と
、
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
医
療
関
係
も
福

祉
関
係
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
サ
ー

ビ
ス
等
利
用
計
画
の
作
成
を
担
当
す

る
相
談
支
援
員
は
、
必
ず
し
も
そ
の

よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
結
果
と

し
て
、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
と
個

別
支
援
計
画
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

Ａ：

介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時

点
で
サ
ー
ビ
ス
の
抱
え
込
み
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
た
。
障
害
の
方
も
今
、
相
談
支
援

員
の
数
が
足
り
な
い
中
で
ど
う
し
て

い
く
か
問
題
で
あ
る
。

事
業
所
は
入
所
の
方
だ
け
の
計
画

を
立
て
る
の
で
は
な
く
通
所
の
方
の

計
画
も
立
て
る
の
で
、
事
業
所
が
専

門
性
を
生
か
し
て
、
相
談
支
援
に
も

手
を
広
げ
て
貰
い
た
い
。

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
は
役
所
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
支
給
決
定
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
何
ヶ

月
に
一
回
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
あ
り
、

役
所
の
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
る
。

Ｑ：

岸
代
議
員
（
恵
和
）

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
導
入
、

特
に
対
象
者
拡
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
何

か
？

Ａ：

入
所
者
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
ま
り

な
い
。
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い

る
利
用
者
で
、
一
人
暮
ら
し
を
し
て

い
る
人
の
例
を
紹
介
す
る
と
、
あ
る

日
ヘ
ル
パ
ー
が
自
宅
を
訪
問
し
た
ら

本
人
が
い
な
い
の
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、

入
院
し
て
い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
っ
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障
害
支
援
区
分
に

関
し
て

質
疑
応
答

こ
れ
か
ら
地
域
で

起
こ
る
こ
と
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た
。こ

れ
は
ヘ
ル
パ
ー
と
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
と
の
間
の
連
絡
不
十
分
が

原
因
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
に
鑑
み
、
サ
ー

ビ
ス
統
合
の
必
要
性
が
あ
る
の
で
、

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

Ｑ：

尾
野
副
会
長

名
称
が
支
援
区
分
に
な
り
、
３
年

間
で
見
直
す
と
言
う
が
、
そ
れ
ま
で

は
判
定
基
準
が
変
更
さ
れ
な
い
の
か

ど
う
か
、
ま
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

よ
る
判
定
と
い
う
方
法
は
変
ら
な
い

の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
、
判
定
調

査
員
の
全
国
的
な
レ
ベ
ル
合
わ
せ
が

必
要
で
は
無
い
の
か
。

Ａ：

こ
れ
ま
で
の
障
害
程
度
区
分
に

よ
る
判
定
の
場
合
、
知
的
・
精
神
障

害
者
に
つ
い
て
は
、
二
次
判
定
で
の

判
定
結
果
の
変
更
が
50
％
以
上
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
国
が
本
年
度
実
態
調

査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
３
年
後

の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
る
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

よ
る
判
定
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
、

多
分
い
じ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
３
年
後
の
見
直
し
が
行
わ

れ
る
ま
で
は
、
現
在
の
判
定
項
目
・

判
定
方
法
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

Ｑ：

岩
本
会
長

入
所
施
設
は
将
来
も
知
的
障
害
者

に
と
っ
て
必
要
な
施
設
で
あ
る
と
考

え
、
廃
止
論
を
唱
え
て
い
る
人
と
も

話
し
合
い
を
し
て
い
る
。

ど
ん
な
生
活
を
し
た
い
か
本
人
に

聞
い
て
も
答
え
て
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
。
家
族
も
悩
ん
で
い
る
。

福
祉
協
会
と
し
て
将
来
の
姿
、
長

期
的
イ
メ
ー
ジ
が
あ
れ
ば
教
え
て
頂

き
た
い
。
私
見
で
も
良
い
の
で
お
聞

か
せ
願
い
た
い
。

Ａ：

協
会
内
部
で
は
「
サ
ポ
ー
ト
体

系
案
」
と
い
う
も
の
を
検
討
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
は
入
所
施
設
イ
コ
ー

ル
生
活
支
援
ホ
ー
ム
と
い
う
位
置
づ

け
で
あ
る
。

自
立
訓
練
の
対
象
者
は
、
生
活
支

援
ホ
ー
ム
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
も

に
、
利
用
期
間
は
４
年
間
限
度
と
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

ハ
ー
ド
面
で
も
見
直
し
て
い
く
。

若
い
人
た
ち
が
過
ご
す
と
こ
ろ
と
高

年
齢
の
方
々
が
過
ご
す
、
あ
る
程
度

終
の
棲
家
を
意
識
し
て
い
る
所
と
分

か
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

集
団
は
小
さ
く
し
た
方
が
よ
い
と

考
え
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
で

き
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
施
設
が
良
い
。

Ｇ
Ｈ
や
Ｃ
Ｈ
は
大
体
十
人
前
後
で
、

入
所
施
設
は
三
十
か
ら
五
十
人
の
施

設
が
良
い
と
思
う
。

重
装
備
の
施
設
で
支
援
を
受
け
る

人
も
い
る
。
機
能
を
専
門
特
化
し
、

短
期
入
所
も
充
実
し
て
い
く
。

職
員
は
普
段
の
生
活
の
中
で
利
用

者
と
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
と
っ

て
い
る
が
将
来
に
つ
い
て
は
聞
い
て

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
な
専
門
性
を

持
ち
た
い
と
思
う
。

Ｑ：

大
矢
代
議
員
（
野
百
合
園
）

将
来
ユ
ニ
ッ
ト
化
し
た
施
設
な
ら

ば
残
る
の
か
。

現
在
の
施
設
を
そ
の
よ
う
な
施
設

に
す
れ
ば
残
れ
る
の
か
。

Ａ：

私
見
と
し
て
は
、
ハ
ー
ド
面
で

は
今
の
ま
ま
で
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
と

感
じ
て
い
る
。

職
員
に
、
こ
こ
に
住
み
た
い
か
と

聞
い
た
ら
90
％
以
上
が
住
み
た
く
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
職
員
が
住

み
た
く
な
い
と
こ
ろ
に
利
用
者
を
住

ま
わ
せ
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
は
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

Ｑ：

山
本
代
議
員
（
紅
梅
学
園
）

基
本
的
な
質
問
だ
が
、
法
改
正
の

目
的
は
何
か
。
国
の
予
算
の
問
題
な

の
か
、

地
域
移
行
は
利
用
者
の
状
態
を
勘

案
し
て
決
め
る
べ
き
。
家
族
の
意
見

を
聞
い
て
貰
え
る
の
か
。

Ａ：

行
政
の
立
場
で
は
な
い
の
で
断

言
は
出
来
な
い
が
、
制
度
改
正
に
つ

い
て
は
、
政
権
交
代
に
と
も
な
う
障

害
福
祉
改
革
の
へ
の
取
り
組
み
、
な

ら
び
に
障
害
者
権
利
条
約
批
准
に
向

け
て
の
問
題
点
の
解
消
な
ど
の
た
め

で
あ
り
、
予
算
的
な
問
題
が
全
て
と

は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

地
域
生
活
移
行
と
知
的
障
害
者
本

人
の
意
思
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

障
害
者
本
人
に
全
く
意
思
が
な
い
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

支
援
す
る
側
が
本
人
の
意
思
を
引

き
出
す
た
め
の
専
門
性
を
高
め
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
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障害を持つ人たちが病気になったとき、
ケガをしたときに備えて
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施保連活動日程
●8月5日(日)理事会

●9月5日(水)常任理事会

●10月4日(木)常任理事会

●11月10日(水)

施設見学会(見学先未定）

●11月4日(日)理事会

●11月6日(火)～7日(水)

全施連全国大会(大分市)

●12月20(木)常任理事会

●1月12日(土)

理事会・新年懇親会

●2月3日(金)

施保連学習会

●3月2日(土)理事会

●4月7日(日)理事会

●4月22日(月)常任理事会

●5月26日(日)理事会

●6月9日（日）理事会


